
使　途 融資の限度額 融資期間 融資の条件 市の助成制度

1.6
(0.6) 当該年度内に

1.8 支払った保証料の1/2

(0.8) ＋

2.0 約定利子の１％を

(1.0) 補給します

2.2
(1.2)

(据置１年以内)

３年以内 1.5
(0.5)

５年以内 1.7
(据置１年以内) (0.7)

７年以内 1.9
(据置１年以内) (0.9)

当該年度内に

１５年以内 2.1 支払った保証料の1/2

　　　　　　　　　　　　　 (据置１年以内) (1.1) ＋

約定利子の１％を

補給します

当該年度内に
支払った保証料の全額
　　　　＋
利子発生から2年間分
の利子全額補給
（3年目以降は
　1％利子補給）

富良野市中小企業資金融資制度一覧（平成３1年４月１日現在）

貸付利率
（補給後の利率）

中小企業振興資金

資金名 融資の対象者

必要により
保証協会の
保証付とす
る

必要により
保証協会の
保証付とす
る

2,000万円以内

必要により
保証協会の
保証付とす
る

必要により
保証協会の
保証付とす
る

　以内

５年以内

　問わず、据置２

新たな事業を始めようと具体的計画を有する者または事業開始後
５年を経過していない者

富良野市中心市街地活性化基本計画において指定された中心市街
地区域内で、新たに事業を始めようと具体的計画を有する者また
は中小企業者等の維持発展のために店舗等を同区域内に移転・出
店する者、中心市街地の活性化、魅力アップのために事業活動を
行う者

５年以内運転資金

 中心市街地
 活性化資金

商
工
業
パ
ワ
｜
ア
ッ
プ
資
金

1,000万円以内

市内において店舗または事業所を有し、原則として１年以上事業
を継続して営む者で、公的助成金の受領までの間や売掛金や受注
代金回収までの間に短期的な資金を必要とする者、事業活動によ
る経営の安定と健全な発展のために短期的な資金を必要とする者

設備資金

 チャレンジ
（新規創業）
 資金

事業資金

小口緊急特別資金

※廃業した場合、当該年度および以降の市の助成（保証料や利子補給）はありません。

※金融機関及び信用保証協会の審査の結果によっては、ご希望の融資を受けられない場合があります。　

新商品・新技術開発、製品高度化や生産性向上の為の設備導入、
製品・商品のブランド化等の事業拡大を図る者
連携先の農業者等が生産する農畜産物等の加工・販売を行う施設
の改良、造成又は取得する中小企業者

フロンティア
（事業拡大）
資金

必要により
保証協会の
保証付とす
る

※担保・保証人の設定は、金融機関の定めるところによります。

1.6

※チャレンジ資金に

　限り、融資期間を

当該年度内に
支払った保証料の
全額を補給します

3,000万円以内 １５年以内

3,000万円以内

市内において店舗または事業所を有し、原則として１年以上事業
を継続して営み、今後も引き続き市内でその事業を営み、その事
業活動による経営の安定と健全な発展のために事業資金を必要と
する者

１５年以内

事業資金

事業資金 １０年以内

2,000万円以内  １５年以内

３年以内

1.4

５年以内

７年以内

１５年以内

３年以内


